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登録商標「ＲＩＮＡＳＣＩＭＥＮＴＯ／リナッシメント」不使用取消・

審決取消請求事件：知財高裁平成 20(行ケ)10317・平成 21 年 1 月 28 日

（3 部）判決〈認容・審決取消〉〔特許ニュース№12461〕 

 

 

 

 

 

【事  実】 

１ 本件商標 

 登録第２１９４６８９号商標（以下「本件商標」という。）は，「ＲＩＮＡ

ＳＣＩＭＥＮＴＯ」の欧文字と「リナッシメント」の片仮名文字とを上下二段

に横書きしてなり，昭和６２年７月７日に登録出願され，第１７類「被服，布

製身回品，寝具類」を指定商品として，平成元年１２月２５日に設定登録され，

その後，商標権の存続期間の更新登録がされ，原告を商標権者として，現に有

効に存続している（甲１，２）。 

２ 特許庁における手続の経緯 

 被告は，平成１９年１０月２日，商標法５０条１項に基づき，本件商標の指

定商品中「第１７類被服」について，商標登録の取消しを求める審判（取消２

００７－３０１２６５号事件。以下「本件審判」という。）を請求し，同年１

０月１９日，その旨の予告登録（以下「本件予告登録」という。）がされた

（甲２）。 

 特許庁は，平成２０年７月１６日，「登録第２１９４６８９号商標の指定商

品中『被服』についての登録を取り消す。」との審決（以下「審決」とい

う。）をし，その謄本を同月２８日に原告に送達した。 

３ 審決の理由 

 要するに，原告が審判において提出した証拠（本訴甲４ないし８）によって

は，原告が，本件審判の請求に係る本件予告登録前３年以内に指定商品「被

服」に含まれる商品について，本件商標を使用していることは認められないと

するものである。 

 

【判  断】 

１ 当裁判所は，以下のとおり，本件審判の請求に係る本件予告登録前３年以

内に，本件商標と社会通念上同一の商標「ＲｉｎＡｓｃｉＭｅｎｔｏ」を付し

た商品「スーツ」を原告が製造，販売している事実を認定することができるか

ら，その事実が認められないとした審決には誤りがあると判断する。その理由

は，以下のとおりである。 

【キーワード】 

商標の不使用性，社会通念上同一の商標，審決取消訴訟時の新主張と新証拠提

出，審理のあり方，審決書の記載事項 

Ｇ－７７ 
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(1) 商標「ＲｉｎＡｓｃｉＭｅｎｔｏ」の使用の事実 

ア 証拠（甲１ないし１５）によれば，以下の事実が認められる。 

  原告は，平成１５年４月から，伊勢丹新宿店メンズ館４階の店舗において，

同社が，いわゆるイージーオーダー商品（メジャーメイド）として販売する

「スーツ」について，同社から注文を受けて裁縫し，商標「ＲｉｎＡｓｃｉ

Ｍｅｎｔｏ」を付した上，完成した「スーツ」を同社に納品し，販売してい

る。 

  その販売態様の詳細は，①原告の提供するスーツのサンプルを店頭で展示

し，②顧客は，展示されているサンプルのデザイン等から，好みのスーツの

生地，デザイン等を選択し，販売担当者が，顧客の採寸をして，オプション

等の注文を確認し，③原告は，注文を受けた後に，注文に応じたスーツを製

造し，上記のとおり，裏生地に商標「ＲｉｎＡｓｃｉＭｅｎｔｏ」を付した

上で，伊勢丹に，納品，販売するものである。 

  以上のとおり，原告は，その製造，販売に係るスーツに，上記商標を付し

ていることは明らかであり，これに反する証拠はない。 

  なお，甲１５では，顧客にスーツを販売する主体は，原告であって，伊勢

丹ではないかのような供述記載があるが，甲１０，甲１１の取引伝票におい

て，「買取」と明示されていることに照らして，同記述部分は採用の限りで

ない（被告も，顧客にスーツを販売する主体は，伊勢丹であることを前提と

して，下記のとおりの反論をしているところである。）。 

イ これに対して，被告は，以下のとおり主張するが，いずれも理由がない。 

  まず，被告は，原告は伊勢丹に対して販売している商品は，生地であって，

「スーツ」ではないと主張する。 

  しかし，前記認定のとおり，原告は，伊勢丹新宿店において顧客が選んだ

生地について，自己の事業所において縫製して商標「ＲｉｎＡｓｃｉＭｅｎ

ｔｏ」を付した商品「スーツ」を製造，完成させ，これを伊勢丹に対して販

売納品している。この点は，原告と伊勢丹との間の取引の仕入伝票（甲１

１）において，その仕入れ形態の欄に「買取」との文字が印字され，「品

名」として「シングルスーツ」と記載され，４万円台から７万円台の１点当

たりの原価金額が記載されていることに照らすならば，仕立て済みの「スー

ツ」（第１７類被服）が販売されたものというべきであり，生地の販売に加

えて「加工処理」（４０類）がされていると解する余地はない。 

  また，被告は，甲９（注文伝票）と甲１０（納品伝票）との品番が，本件

商標を付した商品であることの裏付けがないこと，甲１０（納品伝票）の伝

票番号が手書きであること，甲１０（納品伝票）と１１（仕入伝票）におい

て点数が異なること等，信用性に疑義があると指摘する。しかし，原告提出
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に係る伝票において，日付，金額，品名等の点で矛盾するような不自然な点

は存在しない。 

  さらに，被告は，原告と伊勢丹との取引関係が需要者に対する関係では内

部関係での商品移動にすぎず，このような内部関係での商品の移動において，

商標が付されたとしても，一般取引市場におけるものとは異なり，商標の使

用に当たらないと主張する。しかし，原告の商標を付した商品の販売先が，

最終需要者でない限り，商標を付した商品の販売に該当しないとの主張は，

その前提において採用できないので，被告の上記主張は理由がない。 

(2) 原告主張の使用商標と本件商標との社会通念上の同一性について 

 次に，原告主張の使用商標「ＲｉｎＡｓｃｉＭｅｎｔｏ」が本件商標と社会

通念上同一の商標（商標法５０条１項）であるといえるのかどうかについて検

討する。 

ア 外観 

  本件商標（「ＲＩＮＡＳＣＩＭＥＮＴＯ」を上段に，「リナッシメント」

を下段に横書きした商標）のうち上段部分「ＲＩＮＡＳＣＩＭＥＮＴＯ」は，

一連の欧文字からなる。これに対し，使用商標「ＲｉｎＡｓｃｉＭｅｎｔ

ｏ」は，「Ｒ」，「Ａ」及び「Ｍ」のみが大文字で表記されていることから

（甲４ないし６，９，１３，１４），３つの大文字が強調されるため，若干

異なる印象を与える余地がないとはいえないが，他方，欧文字のすべてが透

き間なく連続的に綴られていること，各大文字から始まる３つの部分「Ｒｉ

ｎ」，「Ａｓｃｉ」及び「Ｍｅｎｔｏ」のいずれも固有の観念を有しないこ

とに照らすならば，「仕立てスーツ」に使用する際の装飾的な観点からの変

更にすぎないと解するのが合理的である。以上のとおり，使用商標と本件商

標とは，外観において，社会通念上同一である。 

イ 称呼 

  本件商標の欧文字部分「ＲＩＮＡＳＣＩＭＥＮＴＯ」は，下段のカタカナ

文字と併せて「リナッシメント」との称呼が生じる。他方，使用商標「Ｒｉ

ｎＡｓｃｉＭｅｎｔｏ」についても，隙間なく連続的に表記されている点に

照らすと，「リナッシメント」ないし「リナシメント」との称呼が生じる。

伊勢丹新宿店ホームページのフロア案内においては，「Ｒｉｎａｓｃｉｍｅ

ｎｔｏ／リナシメント」という表示がされていることからすると，同フロア

の店舗において販売されている原告縫製の「スーツ」が「リナシメント」と

呼ばれていることを推認することができる。以上のとおり，使用商標と本件

商標とは，称呼において，社会通念上同一である。 

ウ 観念 

  使用商標「ＲｉｎＡｓｃｉＭｅｎｔｏ」も本件商標も共に我が国において
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親しまれた外国語ではなく，特定の観念を生じない。観念における相違はな

い。 

 以上のとおり，使用商標「ＲｉｎＡｓｃｉＭｅｎｔｏ」と本件商標「ＲＩＮ

ＡＳＣＩＭＥＮＴＯ／リナッシメント」とは，外観，称呼がいずれも社会通念

上同一であり，観念における相違はなく，社会通念上同一の商標であると認め

られる。 

(3) 取消訴訟における証拠の提出について 

 被告は，審決取消訴訟における新たな使用事実の主張及びこれに沿った新証

拠の提出は，民事訴訟法の精神（同法１５６条，１５７条）に照らし却下され

るべきであると主張する。 

 しかし，商標登録の不使用取消審判の審決に対する取消訴訟における当該登

録商標の使用の事実の立証は，事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されるも

のと解されるところ（最高裁判所第三小法廷昭和６３年（行ツ）第３７号平成

３年４月２３日判決・最高裁判所民事判例集４５巻４号５３８頁参照），本件

においては，原告による新たな使用事実の主張及びこれに沿った新証拠が民事

訴訟法１５７条にいう時機に後れた攻撃防禦方法であって，訴訟の完結を遅延

させることとなると認めるに足りる事情も認められないから，被告の上記主張

は採用することができない。 

 

２ 以下，審判における審決書の記載事項及び審理のあり方について述べる。 

(1) 本件審判は，商標法５０条に基づく商標登録についての不使用を理由と

する取消しの審判である。同条２項は，「審判の請求の登録前３年以内

に・・・商標権者・・・が，その請求に係る指定商品・・・についての登録商

標の使用をしていること」についての主張立証責任は，商標権者において負担

すべき旨規定する。ところで，同条は，取り消すべき場合の要件を，一般的抽

象的な形式により規定している。そこで，登録商標不使用取消を審理判断する

審判体としては，①まず，主張立証責任を負担する商標権者に対して，当該法

規の要件（取消しを免れる要件）である「審判の請求の登録前３年以内

に・・・商標権者・・・が，その請求に係る指定商品・・・についての登録商

標の使用をしている」との抽象的事実そのものではなく，同要件に該当する具

体的事実（立証命題）を主張させ，②しかる後に，商標権者の主張に係る，法

規の要件に該当する具体的事実が証拠によって裏付けられるか否かを審理する

ことが不可欠となる（請求人に対して，反論の主張及び反証の機会を与える必

要があることは当然である。）。 

 また，審決書には，「結論」のみならず，結論を導く「理由」を記載しなけ

ればならない旨規定されている（商標法５６条，特許法１５７条２項）。登録
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商標不使用取消の審判における結論を導くための論理は，上記に述べたとおり

であるから，審決書の「理由」には，①法規の要件に該当する具体的な事実主

張（立証命題）が何であるか，②具体的な事実主張（立証命題）が，証拠によ

って裏付けられるか否の判断が，論理的に過不足なく記載されることが必要と

なる。 

(2) 本件審決書では，理由欄に，「当事者の主張」として「第２ 請求人の

主張」及び「第３ 被請求人の主張」が，書面の提出された時系列にそって記

載され，また，「審判体の判断」として「第４ 当審の判断」が記載されてい

る。 

 しかし，審決書に，具体的な要件事実と無関係な主張を，そのまま記載する

意味はないのみならず，本件審決書の全体をみても，審理の対象である原告

（被請求人）の主張に係る「商標権者，専用実施権者又は通常実施権者のいず

れかが，・・・指定商品・・・についての登録商標の使用をしている（事

実）」に該当する具体的事実（立証命題）が何であるかについて，明確な記載

がされていない。 

 上記のとおり，本件審決書では，審判において，原告がどのような具体的事

実主張をしたかについての明確な記載がされていないため，本件取消訴訟に至

って，審判段階において原告が商標を使用した具体的事実の主張（立証命題）

と，取消訴訟段階において原告が使用した具体的事実主張（立証命題）とが，

同一のものであるか否かも争点となったが，その当否を的確に判断することが

できない。 

 また，審決書の「審決体の判断」において，当事者が提出した個々の証拠に

対する評価に関する記載はあるものの，具体的主張に関する明確な記載がない

ため，原告の主張に係るどのような具体的な事実部分が排斥されたために，審

決の結論に至ったかについて，その論理の当否を判断することができない。 

 その点において，審決書の記載について，工夫の余地があるものといえる。 

(3) また，本件審決においては，原告が乙１ないし４（本訴甲４ないし８）

に基づいてした立証に対して，「スーツの具体的取引書類である，例えば，注

文書，納品書，支払伝票等の提示がない」ことを主たる理由として，排斥して

いる。 

 しかし，①裏生地に使用商標「ＲｉｎＡｓｃｉＭｅｎｔｏ」及び「原告の商

号の記載されたタグ」が付されたスーツの写真，②「Ｒｉｎａｓｃｉｍｅｎｔ

ｏ」が表記されている伊勢丹新宿店のフロアーマップのホームページの写し，

③原告が伊勢丹新宿店において，商標「ＲｉｎＡｓｃｉＭｅｎｔｏ」を使用し

ているとの陳述書面等が，原告から提出されているのであるから，それらを総

合すれば，ある程度の心証を形成することはできると解するのが合理的である。
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それにもかかわらず，審判体が，取引書類の提出がないという経緯をもって，

商標使用の事実を排斥するのであれば，少なくとも，審理に際して，原告に対

して，取引書類の提出の可否，不提出の理由等について，釈明を求めるべきで

ある。その点において，審理運営についても，工夫の余地があるものといえる。 

 

３ 結論 

 以上によれば，本件予告登録前３年以内に日本国内において，商標権者であ

る原告がその請求に係る指定商品中「被服」について，本件商標と社会通念上

同一の商標を使用していることを証明したものであると認めることができるか

ら，被告からの商標不使用取消請求を認めた審決は誤りであって，その取消し

を免れない。 

 よって，原告の本訴請求は理由があるから，これを認容することとし，主文

のとおり判決する。 

 

【論  説】 

１．まず原告（被請求人）は、本件審判請求に係る本件予告登録前３年以内に

使用した商標「ＲｉｎＡｓｃｉＭｅｎｔｏ」を、商品「スーツ」に付して製造，

販売した事実を主張，立証した結果、知財高裁はその使用商標は本件商標と外

観において、社会的通念上同一の商標と認定し、審決取消しの判決をした。 

 前記使用商標の態様について判決は、「若干異なる印象を与える余地がない

とはいえない」としても、「『仕立てスーツ』に使用する際の装飾的な観点か

らの変更にすぎないと解するのが合理的である。」と説示しているが、妥当な

考え方である。 

 同時に、称呼についても社会通念上同一と認定し、また、特定の観念は生じ

ないから、観念に相違はないとも認定した。 

 

２．本件判決において注目すべき争点は、審決取消訴訟においては、新たな事

実の主張や新証拠の提出が可能か否かの点にあった。これについて知財高裁は、

最三小昭６３（行ツ）３７平成３年４月２３日判決（最高裁民事判例集４５巻

４号５３８頁）（１）を引用し、これは民訴法１５７条にいう時機に後れた攻撃

防御方法で、「訴訟の完結を遅延させることとなると認めるに足りる事情も認

められない」として、この点についての上告人の主張を受け入れなかった。 

 ということは、特許庁審判部における審理は事実審であり、知財高裁はその

審決に対してその是非を判断する控訴裁判所の役割を果す立場にあるとすれば、

知財高裁は継続審であると解されることになる。すると、新物証の提出のみな

らず、人証申請も可能ということになるだろう。 
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 ところで、同じく不使用による商標登録の取消し審決に対する取消請求の対

象となった、登録商標「Ｓｕｒｅ」に対する平成２０（行ケ）１０１０１号事

件，同「シュアー」に対する平成２０（行ケ）１０１０２号事件及び同「ＳＵ

ＲＥシュアー」（ロゴ）に対する平成２０（行ケ）１０１０３号事件において

も知財高裁（４部）は、いずれも平成２０年１０月２９日に請求認容（審決取

消）の判決をしており、ここでも前記最高３小判平成３年４月２３日が引用さ

れ、被告の主張を失当と認定している。 

 

３．しかしながら、果してこの最高裁判決は妥当といえる判断か疑問である。

この疑問は、昭和５０年に法改正された商標法５０条２項本文の趣旨を、同判

決が「登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件と

し、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、も

って右審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであ

り、商標権者が審決時において右使用の事実を証明したことをもって、右取消

しを免れるための要件としたものではないと解されるから」と判示している点

である。筆者は、この部分の記述を繰返し読んでも、読み間違いではないと思

って安心した。同時に、このような考え方は誤りではないかと思った。 

 なるほど、特許法１５３条（商標法５６条準用）は審判においては、当事者

等が申し立てない理由についても審理することができる（１項）と規定し、審

判事件における職権審理主義の原則を明らかにしている。しかし、同じ審判で

あっても、商標法における無効審判（商標４４条，４６条）と取消審判（商標

５０条，５１条）とでは、事案の内容が基本的に違うから、職権主義の行使に

ついては異なると思う。 

 即ち、無効審判請求事件にあっては、特許庁の行った審査の誤りを修正する

目的があるから、請求人の提出した公知事実以外に、審判官がこれを職権で探

知し新証拠を採用することは違法ではないと思われるが、しかしこれについて

はさらに「審判で審理判断されなかった公知事実との対比における特許無効原

因を審決取消訴訟において主張することは許るされない。」との最高大判昭和

５１年３月１０日（民集３０巻２号７９頁）があるほどである。 

 ところが、不使用取消審判請求の場合は、審査により登録した後の使用問題

であり、特許庁の手から完全に離れた商標権者自身に課された問題であるから、

審判官が職権によって使用事実の有無を探知する責任を負うような問題ではな

いはずである。にもかかわらず、本件判決で引用した前記最高３小判平成３年

４月２３日は、これを認容している。 

 しかし、この多数決から成る引用判決は、商標法５０条２項の解釈を誤まっ

ており、坂上寿夫裁判官の少数意見の解釈が妥当である、と筆者は思うもので
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ある。 

 

４．ところで、この事件判決において特筆すべき問題提起が、またもや知財高

裁によって特許庁審判に対し、「審決書の記載事項と審理のあり方」について

指摘されている。 

 判決は、商標法５０条の登録商標の不使用取消し審判において、審判体が行

うべき審理のあり方と審決書の書き方について、次のように指導している。 

① 主張立証責任を負担する商標権者に対して、取消しを免れる各要件である

具体的事実（立証命題）を主張させる。 

② しかる後に、前記具体的事実が、証拠によって裏付けられているか否かを

審理する。 

 したがって、審決書に書くものは、「結論」と結論を導く「理由」であるか

ら、①具体的な事実主張が何であり、②この具体的な事実主張が証拠によって

裏付けられているかの判断が、論理的に過不足なく記載されていることが必要

である。 

 

５．このような観点から、裁判所は、本件審決書の記載を見ると、法規定に該

当する具体的事実が何であるかについて明確な記載がないから、審決の結論に

至った論理の当否を判断することはできないという。 

 また、本件審決において原告提出の証拠に基いた立証に対し、取引書類の提

出がないことを主な理由として排斥しているが、少なくとも審理中に原告に対

し取引書類の提出の可否，不提出の理由等について釈明を求めるべきであると

いう。 

 いずれにせよ、審判体には、審理運営と審決書の記載について、もっと工夫

してほしいと教示しているのである。 

 そして、この問題は、取消審判事件のみならず、無効審判事件においてもい

えることである。 

 なお、本件とは関係ないが、無効審判事件は原則として口頭審理であるとこ

ろ（商標５６条，特１４５条１項）、審判請求書が提出された直後で、答弁書

も提出されていないのに、書面審理通知書を審判長は発行するのは、いかがな

ものか。これは、まず審判体が合議によって、口頭審理には価いしない事案と

確認した上で決めたのでなければ、違法な決定というべきであろう。 

 

 

 (1)この最高裁判決は判例としてよく引用されるので、ここに全文を紹介す

る。これは、東京高判昭和６２年１１月３０日に対する判決で、主文は、
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「本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。」であり、以下

は、「理由」である。 

  「上告代理人江口俊夫の上告理由について 

   商標登録の不便用取消審判で審理の対象となるのは、その審判請求の登

録前三年以内における登録商標の使用の事実の存否であるが、その審決取

消訴訟においては、右事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許

されるものと解するのが相当である。商標法五〇条二項本文は、商標登録

の不使用取消審判の請求があった場合において、被請求人である商標権者

が登録商標の使用の事実を証明しなければ、商標登録は取消しを免れない

旨規定しているが、これは、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取

消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者

にも責任の一端を分担させ、もって右審判における審判官の職権による証

拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において右使用

の事実を証明したことをもって、右取消しを免れるための要件としたもの

ではないと解されるから、右条項の規定をもってしても、前記判断を左右

するものではない。 

   原審の適法に確定した事実によれば、本件では、被上告人が有する本件

商標権について上告人が商標法五〇条一項に基づく不使用取消審判を請求

したのに対し、被上告人が審判において本件登録商標の使用の事実を何ら

立証しなかったことから、請求どおり本件商標登録を取り消す旨の審決が

あったというのであり、被上告人がこの審決の取消しを求めて本訴を提起

したところ、原審は、右使用の事実が証明されたとして、審決を取り消し

たものである。そして、前記判断に照らしてみれば、所論の点に関する原

審の判断は正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。

所論引用の判例も、右判断と抵触するものではない。論旨は、採用するこ

とができない。 

   よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、

裁判官坂上壽夫の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり判決する。 

   裁判官坂上壽夫の反対意見は、次のとおりである。 

   私は、多数意見が、商標登録の不使用取消審判請求についてした審決の

取消訴訟においては、登録商標の使用の事実の立証は、事実審の口頭弁論

終結に至るまで許されるものと解するのが相当である、として本件審決を

取り消した原判決を支持すべきものとされることに賛同することができな

い。 

   多数意見は、商標法五〇条二項本文について、『これは、登録商標の使
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用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の

判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって右審判

における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商

標権者が審決時において右使用の事実を証明したことをもって、右取消し

を免れるための要件としたものではないと解される』という。登録商標を

使用しない者に商標権という排他独占的な権利を与えておく必要はないと

いう点からすれば、『登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを

免れるための要件』とするものであると解するというのは理解できること

ではあるが、そのことの故に、何らの制限もなしに登録商標の使用の事実

の立証は事実審の口頭弁論終結に至るまで許される、とすることには疑問

を呈せざるを得ない。商標法五〇条二項本文が『前項の審判の請求があっ

た場合においては、……登録商標……の使用をしていることを被請求人が

証明しない限り、商標権者は、その指定商品に係る商標登録の取消しを免

れない。』と、わが国の法体系上も例の少ない要件を定めたのは、商標権

の保護と活用、特に長期の不使用による休眠商標権の排除に資するためで

あり、多数意見のいうところの『登録商標の使用の事実をもって商標登録

の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標

権者にも責任の一端を分担させ、もって右審判における審判官の職権によ

る証拠調べの負担を軽減させたものである』のは、商標行政（審判）の円

滑な施行のため、同項の被請求人に自己の権利を守るための誠実な対応を

求めるものに外ならない。商標権者は、商標法二五条に基づき登録商標の

使用を専有するという特典を与えられ、かたわらその使用の事実を最もよ

く知り又は知り得る立場にあって、容易に使用事実の証明をすることので

きる者であるから、商標法五〇条一項に基づく不便用取消審判の請求があ

った場合には、被請求人（商標権者）は、自らの権利を守り商標登録の取

消しを免れるためには、取消しの処分をなすべきか否かを決める審判にお

いて、前記要件にかかる登録商標使用の事実について証明することを要す

るとしたのが、商標法五〇条二項本文の法意であると思われ、かりにも、

被請求人が審判において立証はおろか、応答すらしないというような場合

にも、取消訴訟の事実審の口頭弁論終結まで新たな立証が許されるという

ような解釈は採るべきではない。 

   ところが、本件では、被上告人が有する本件商標登録について、上告人

が商標法五〇条一項に基づく不使用取消審判を請求したのに対し、被請求

人である被上告人が、審判において商標法五〇条二項の要件につき何ら主

張、立証しなかったことから、請求どおり本件商標登録を取り消す旨の審

決があったというのである。正に、法が商標登録の取消しを免れようとす
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る被請求人に求めた対応を全く欠いたものである。かかる被請求人（被上

告人）の権利を擁護する必要はないと思われ、処分の取消しを求める訴訟

における一般原則に従って、原審において立証を許すべき事案であるとは

考えられない。しかるに、原審は、新たに本件登録商標の使用の事実につ

いての立証を許し、登録商標の使用の事実が証明されたとして、本件審決

を取り消したもので、原判決には、法令の解釈適用を誤り判決に影響を及

ぼすことの明らかな違法があるといわねばならない。論旨は、理由があり、

原判決は破棄を免れず、本訴請求は棄却されるべきものである。 

     最高裁判所第三小法廷 

         裁判長裁判官    坂   上   壽   夫 

            裁判官    貞   家   克   己 

            裁判官    園   部   逸   夫 

            裁判官    佐   藤   庄 市 郎 

            裁判官    可   部   恒   雄 」 

 

〔牛木 理一〕 
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